
島原市ねたきり高齢者等おむつ費助成事業 

 

●助成対象者は？ ※①～③すべてを満たす方が対象となります 

① ねたきり高齢者又はねたきり身体障害者で常時おむつを使用している者 

② 前年分（１月から６月までの間に購入した分について申請する場合にあっては、前々年

分）の所得税非課税世帯に属する者 

③ 紙おむつ調査票で、判断基準に該当する者 

※身障者の場合は、日常生活用具(おむつ)対象者を除く身障者手帳所持者 

※小額給与等の課税の所得税で、税務課で非課税の確認が取れれば対象とします 

  ※介護保険施設（特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院）に入所の方は対象外と 

なります。（介護保険のサービスでおむつ費を利用できるため） 

  ※病院への入院やグループホームに入所の方は対象となります 

 

●申請に必要な書類は？ 

おむつ費助成申請書、申請者の印鑑、振込先の通帳、おむつを購入した際の領収書 

 

●助成金額は？ 

購入金額の１/３を助成し、上限額は月額５，０００円とします 

（※ポイントや商品券で購入された分は対象外となります） 

 

●申請期間は？ 

おむつ費購入月の６ヶ月以内であれば対象となります 

※例   １月利用分領収書 → ７月１５日までの申請まで有効 

       ４月利用分領収書 → １０月１５日までの申請まで有効 

       ７月利用分領収書 → 翌年１月１５日までの申請まで有効 

      １０月利用分領収書 → 翌年４月１５日までの申請まで有効 

※４月におむつを利用し、５月に４月分請求及び領収がある場合は、４月利用分領収書と 

  いたします。 

 

●助成金の受け取りは？ 

月末に申請書記載の口座へ、振り込みます。 

※例   ４月１６日から５月１５日までの申請受付分 → ５月末振込み 

       ５月１６日から６月１５日までの申請受付分 → ６月末振込み 

 

●お問合せ先 

島原市役所 福祉保健部 福祉課 地域福祉班  ℡６３－１１１１（内線２７７） 


